
請求事務を担当される方は、御一読ください。 

平成２９年１２月１日発行  

居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表について 

 居宅介護支援事業所より給付管理票の提出及び居宅介護（介護予防）支援費の請求があり、給付管

理票等に不備がなく、居宅介護（介護予防）支援費が支払われているが、サービス事業所に支払が行わ

れていない場合に、サービスの利用実績を確認していただくための通知です。 

 サービス提供月より５ヶ月経過しているにもかかわらず、サービス事業所への支払いがない場合に居宅

介護支援事業所あてに通知します。通知が届きましたら、速やかに確認を行い、必要に応じて処理をお願

いします。 

 サービス事業所からの請求や居宅介護支援事業所での処理が行われない場合は毎月通知します。（サ

ービス提供月より５ヶ月後から７ヶ月後は「居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表」、８ヶ月

後には縦覧点検として「介護給付費縦覧審査確認表（支援事業所）」にて通知します） 

下図を参考に確認をお願いします。 

◆確認方法◆ 
サービス 

実績確認  
請求状況の確認結果  

サービス事業所の 

処理顛末   
居宅介護支援事業所の対応  

実績あり 

サービス事業所に請求を依頼する 

サービス事業所が請求を  

行ったが支払なし  

返戻されたまま再請求もれ サービス事業所に請求を依頼する 

０円に減額されて決定  給付管理票の「修正」を行う 

利用実績のない事業所やサービ

スを給付管理票に記載して提出   
給付管理票の「修正」を行う 

実績なし 
サービス利用実績がないにもかか

わらず給付管理票を提出   

給付管理票の「取消」を行う  

（支援費についても取消される）  

福祉用具貸与の介護給付費請求明細書記載について 

 平成２９年１０月２３日発行の介護保険だより（号外）でもお知らせしましたが、平成２９年１０月サービ

ス分から、介護給付費請求書等の記載要領が改正され、審査内容が一部変更になりました。 

 摘要欄の商品コードのフォーマットの誤りによりエラーとなる事例が見受けられましたので、記載要領

等の確認をお願いします。 
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